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習志野市バランスシー ト操横隊事業に関する協定書

習志 野市 (以下 「甲」 とい う。)と 千葉大学法経学者8 (以 下 「乙」 とい う。)と は、「習

志野市パ ラ ンス シー ト探検隊事業 (以下 「本事業」 という。)」の実施 に関 して、次の とお

り協 定 を締結す る。

(目的)

第 1条  こ の協定 は、本事業 の実施 に当た って、 甲と乙双方が対等な関係 のも と互 いに理

解 ・尊重 し、協働で本事業 を推進 してい くために必要な事項 を定めるもの とす る。  '

(役割 )

第 2条  甲 は、将来 にわた つて健全な財政 を構築 し自治体経営を してい くために、公会計

改革 を推進 し、本事 業 によ リパ ラ ンス シー トを市民にわか りやす く周知す るもの とす る。

2 .乙 は、 甲 と協働 して本事業 を行 うことで地方公共団体 における財務会計制度の理解 を

はか るもの とする。

3 .甲 及び乙は、具体 的な本事業の企画及び実施 にあた り、協議の上、通切な役割分担 を

決定す る こととす る。   ・

(内容 )

第 3条  本 事業 は、次 に掲 げるもの とする。

( 1 )事 業 名 探 検隊事業    1

( 2 )事 業 内容  ◎ 習志野市テ レビ広報 「なるほ ど習志野」の制作協力

(放送 日 :平 成 2 4年 3月 1 5日 ～ 3月 3 1日 )

◎報告書の作成 (アニ ュアル レポ ー トに掲朝 )

(経費)

第 4条  本 事業 に係る経費は甲が負担する。

(期間)

第 5条  事 業 の期間 は、平成 2 4年 3月 3 1日 まで とする。

(報告、評価 )

第 6条  甲 及 ぴ乙は、互 いに協力 ・協調 して、本事業終了後 に事業報告書 を作成する とと

もに、事業実施 の評価 を行わなけれ ばな らない。     _

(その他 )                   /

第 7条  こ の協定 に定めのな いもの、 または疑義 を生 じた協定の事項 については、 甲及び

乙の協議 の うえ定めるもの とする。

この協定の証 と して、本協定書 2通 を作成 し、当事者押印の うえ、各 自 1通 を保有す る。
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